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は　じ　め　に 

 

１　趣旨 

本計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が、令和３年４月１

日に施行されたことに伴い、同法第８条第１項の規定により、地域の持続的な発展

に関し、必要な事項を定めるものです。 

 

 

２　対象地域 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第３条第１項の規定により、過

疎地域とみなされる佐伯地域（旧佐伯町の区域）、吉和地域（旧吉和村の区域）及

び宮島地域（旧宮島町の区域）を対象とします。 

なお、地域の一体的な発展を図るため、計画策定に当たっては、全市的な観点か

らの施策についても配慮します。 
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１　基本的な事項 
 

(1)　地域の概況 

ア　概況 

(ｱ)　自然的条件 

本市は、広島県の西部に位置し、北は島根県及び山県郡、東は広島市、西

は山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。面積は４８９．４９ｋ㎡で、

広島県の総面積の５．８％を占めています。 

佐伯地域は市の中心部から約１８ｋｍを隔てた最西部に位置し、地域の大

部分を占める山地に囲まれた盆地と谷間に市街地と集落地が形成されていま

す。地域の面積は１９４．８５ｋ㎡で、地域全域が一級河川小瀬川の水系に

属し、ほとんどを山林が占めています。平坦地は水稲を中心とした農用地、

傾斜地は森林として利用されています。気候は、年間を通じて温暖多雨であ

るものの、高地であるため冬期はやや気温が低く、積雪も見られます。 

吉和地域は、市の中心部から約３５ｋｍを隔てた西北端に位置し、十方山

や冠山などの連峰が西中国山地を形成し、その一部が西中国山地国定公園に

指定されています。地域の面積は１４５．５２ｋ㎡で、市域全体の約３割を

占めます。地域のほとんどは森林が占め、平坦地は極めて少ない状況です。

気候は冷涼多雨で豪雪地帯に指定され、夏期は過ごしやすいですが、冬期は

平地部でもかなりの積雪となります。 

宮島地域は、広島湾に面した島しょ部に位置し、対岸の大野地域とは大野

瀬戸によって隔たれているものの、０．５㎞の至近距離にあります。地域の

面積は３０．３９k ㎡で、ほぼ北東（南西）方向を長辺とした長方形をなし、

周囲は約３０kｍに及んでいます。平地や緩傾斜地は、厳島神社を中心とする

地区や杉之浦、包ヶ浦地区など、主として小河川の河口付近に限られていま

す。気候は、瀬戸内海気候に属し、年間を通じて温暖で過ごしやすく、冬期

も積雪はほとんど見られません。 

 

(ｲ)　歴史的条件 

本市は平成の大合併により、市域は合併前の約１０．２倍、人口規模は合

併前の約１．６倍、１２万人近くを擁する都市となりました。 

佐伯地域は、古くは厳島神社の神領で、中世を通して山里と称されていま

した。明治２２年の市制町村制施行時に藩政時代の小村が６つの村に整理さ

れました。その後、２村の合併を経て、昭和３０年には「玖島村」、「友和

村」、「津田町」、「浅原村」、「四和村」の５町村の対等合併によって

「佐伯町」が成立しました。平成１５年３月１日には、吉和村とともに、合

併により廿日市市に編入され、今日に至っています。本地域は、島根県津和
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野町と廿日市市沿岸部を結ぶ津和野藩参勤交代の古道「津和野街道」が通っ

ています。道筋には石畳が今も残っており、往古の名残をしのばせています。 

吉和地域は、古くは厳島神社の神領で室町期以降、吉和郷と称されていま

した。明治２２年の市制町村制施行により吉和村となり、以後１００年余り

の間、村の廃置分合や境界変更もなく、平成１５年３月１日に合併により廿

日市市に編入され、今日に至っています。本地域は、日本を代表する旧石器

時代の遺跡である冠遺跡群をはじめ、縄文・弥生・古墳時代など数多くの歴

史的遺産を有しています。 

宮島地域の歴史は、厳島神社の歴史とともに始まったといえます。厳島神

社の創建は推古元（５９３）年と伝えられており、仁安３（１１６８）年頃

には現在のような規模の社殿が造営されています。江戸時代になると島の中

に広島藩直属の奉行所が設けられ、信仰の地としてだけでなく交易が行わ

れ、商業都市としても発展しました。明治２２年の市制町村制の施行により

「厳島町」となり、昭和２５年には「宮島町」に町名を変更し、その後、平

成１７年１１月３日に合併により廿日市市に編入され、今日に至っていま

す。本地域は、松島、天橋立とともに日本三景の一つに数えられ、平成８年

１２月には、厳島神社と前面の海及び背後の弥山を含む森林区域が世界遺産

に登録されました。 

 

(ｳ)　社会経済的条件 

佐伯地域は国道２路線や県道１１路線、市道が相互に連絡し、沿岸部と吉

和地域を結ぶ結節点となっており、市域内の資源をつなぐ軸となっています。 

本地域の土地利用形態は、まとまりのある平地は少ないものの稲作が大部

分を占めています。夏の多雨、昼夜の温度差を活かした農産物の生産や、都

市部に隣接した立地条件を活かした観光農園・直売も盛んです。また、佐伯

国際アーチェリーランドや佐伯総合スポーツ公園、キャンプ場、ゴルフ場等

のスポーツ ･ レクリエーション資源のほか、津和野街道石畳道、神楽団等の

歴史文化資源や、温泉のある道の駅スパ羅漢などの多様な交流資源を有して

います。 

吉和地域には、中国縦貫自動車道吉和ＩＣ（インターチェンジ）が設置さ

れ、広域的な交通結節点として、県内外からの交流促進を図る上で、アクセ

ス面での優位性を有しています。また、国道１８６号と一般県道所山潮原線

については、主要地方道廿日市佐伯線とともに、市域を連絡する重要な路線

としての役割を担っています。 

本地域の土地利用形態は、稲作を中心とした単作農業地帯であり、地域面

積の４０．３％が農業振興地域に指定され、ほ場整備も完了しています。ま

た、もみのき森林公園や温泉、美術館、スキー場など多様な観光資源を有し



 
 - 3 -

ています。 

宮島地域は、定期船により対岸の宮島口と連絡しています。対岸の宮島口

からは、国道２号、広島岩国道路、主要地方道廿日市佐伯線等の幹線道路、

ＪＲ山陽本線及び広島電鉄宮島線の鉄軌道により、市中心部や広島市などと

連絡しています。 

本地域の土地利用形態は、文化財保護法に基づく特別史跡・特別名勝及び

重要伝統的建造物群保存地区や、自然公園法に基づく瀬戸内海国立公園、都

市計画法に基づく風致地区などの指定を受けており、土地利用条件は極めて

厳しいものとなっています。世界に誇れる自然環境や、歴史・文化遺産を観

光資源とした観光産業が中心となっており、年間の総来島者数は、令和元年

には４６０万人を超え、新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年に

は１８８万人にまで減少しましたが、その後回復して令和６年には４８５万

人を超えました。令和６年の総来島者数のうち、約１０％を外国人観光客が

占めています。 

 

イ　過疎の状況 

(ｱ)　過疎現象とその原因 

昭和３０年代以降の日本経済の高度成長は、我が国の経済発展や国民生活

の向上に大きく寄与しましたが、農山漁村を中心とする地方の人口を急激に

都市部に吸引する結果をもたらし、農山漁村地域における急激な人口減少は、

大きな社会問題としてクローズアップされることになりました。 

佐伯地域においては、平成１２年をピークに人口が減少し続けており、世

帯数も平成１７年から年々減少しています。その影響もあって、平成２７年

には、玖島小学校、浅原小学校が閉校となりました。 

過疎化の要因としては、地域内に集落地が点在しており、生活利便施設か

ら離れていることや、通勤通学や沿岸部への交通利便性が低いことなどによ

り、転居・転出が増加していることが考えられます。本地域の少子高齢化の

進行は深刻な状況にあり、小・中学校の児童・生徒数は年々減少しています。

また、老年人口比率は令和２年に４３．０％と、県の２９．０％を大きく上

回り、一層の過疎化の進行が懸念されます。 

吉和地域においては、昭和３０年から昭和４０年代前半にかけて急激に人

口が減少し、その後、人口の減少は緩やかになっていますが、依然として若

年層の流出は継続しており、その影響もあって、昭和５５年には、佐伯高等

学校吉和分校が閉校となりました。 

　過疎化の要因としては、山間部という地理的条件に加え、生活利便施設や

就業の場の不足など、様々なことが考えられます。本地域の少子高齢化の進

行は深刻な状況にあり、小・中学校の児童・生徒数は年々減少しています。
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また、老年人口比率は令和２年に４９．０％と、県の２９．０％を大きく上

回り、一層の過疎化の進行が懸念されます。 

宮島地域においては、昭和２２年をピークに人口が減少し続けており、世

帯数も核家族化の進行により横ばい傾向にあったものが、平成１２年には急

激に減少しています。 

過疎化の要因としては、島しょ部という地理的条件に加え、航路という他

の地域とは異なる公共交通体系の特殊性や、生活利便施設や多様な就業の場

の不足、法的規制等により、住宅環境の改善や新たな住宅用地の確保が極め

て困難なことなど、様々なことが考えられます。本地域の少子高齢化の進行

は深刻な状況にあり、小・中学校の児童・生徒数は年々減少しています。ま

た、老年人口比率は令和２年に４５．７％と、県の２９．０％を大きく上回

り、一層の過疎化の進行が懸念されます。 

 

(ｲ)　現在の課題と今後の見通し 

佐伯地域は、昭和４５年から昭和５５年まで過疎地域対策緊急措置法に基

づく過疎地域に指定され、学校建設や道路改修等の公共施設の整備を進めま

した。その後、広島市を中心とした沿岸部のベッドタウンとして発展し、国

道や県道の整備促進、簡易水道、町営住宅の整備など生活関連基盤や佐伯総

合スポーツ公園等の教育・文化施設の整備、小学校跡地を活用した交流拠点

施設の整備など、定住及び地域間交流の促進に向けた取組を推進してきまし

た。 

吉和地域においては、数次にわたる過疎法の制定により、簡易水道、公共

下水道及び生活道路など生活関連基盤や教育・文化施設の整備、定住及び地

域間交流の促進など、地域の振興と活性化を図る取組を推進してきました。

これらの取組の結果、民間による各種観光・レジャー施設の立地は新たな雇

用を生み出すとともに、地域の活性化や地域間交流の場として、また、都市

住民に憩いと潤いを与える場として、大きな役割を果たしてきました。 

宮島地域は、平成９年に過疎地域に指定される以前から、モーターボート

競走事業収入を主要な財源として、簡易水道、公共下水道及び生活道路等の

生活関連基盤や教育・文化施設の整備、町営住宅の建設、総合福祉センター

の整備とそれを拠点としたデイサービス等の在宅福祉サービスの充実、国民

宿舎や水族館をはじめとする観光関連施設の整備など、地域の振興と活性化

を図る取組を推進してきました。 

しかしながら、今後も人口減少、少子高齢化の進行が懸念される中、住み

慣れた地域で安心して暮らし続けていくための環境整備や、多様な主体との

協働のもと、地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を図っていくこと

が必要です。 
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また、国際観光地である宮島地域の主要な産業である観光業は、インバウ

ンド需要の高まりなど観光を取り巻く環境変化を踏まえ、持続可能な観光地

域づくりを推進していく必要があります。 

 

(ｳ)　過疎地域における社会経済的発展の方向の概要 

瀬戸内海から中国山地にかけて広がる多様な地域性が、本市の大きな特徴

であり、魅力となっています。本市における過疎地域は、山間部と島しょ部

にあり、地理的条件や地域の特性にも大きな違いがあります。 

こうした各々の地域特性を十分踏まえながら、効果的な対策を講じるとと

もに、本市全体の一体的な発展につながる好循環を生み出すまちづくりに取

り組んでいきます。 

 

(2)  人口及び産業の推移と動向 

ア　人口の推移と動向 

令和２年の国勢調査では、本市の人口は１１４，１７３人で、平成２７年と

比較し０．６％減少しています。 

令和２年の国勢調査では、過疎地域（佐伯・吉和・宮島地域）の人口は、１

０，９４２人で、昭和５５年の１４，３０９人と比較し、２３．５％も減少し

ています。 

また、昭和５５年以降の人口推移を５年毎に比較すると、平成２７年から令

和２年までの５年間の減少率が１０．２％と最も高い状況です。 

特に、年少人口（０歳～１４歳）については、昭和５５年の２，９３２人か

ら、令和２年には８４９人に減少し、７１．０％という非常に高い減少率とな

っています。一方、老年人口（６５歳以上）については、昭和５５年の２，２

２０人から、令和２年には４，７７７人と１１５．２％の増加率を示しており、

高齢者比率も１５．５％から４３．７％と急速に高齢化が進行しています。 
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表１－１(1)　人口の推移(国勢調査） 

過疎地域 

 

廿日市市全体 

 

表１－１(2)　人口の見通し 

はつかいち未来ビジョン２０３５ 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人口の将来展望 

 

 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

14,309 14,387 0.5 14,696 2.1 12,180 △ 17.1 10,942 △ 10.2

2,932 2,368 △ 19.2 1,809 △ 23.6 1,091 △ 39.7 849 △ 22.2

9,157 9,283 1.4 8,898 △ 4.1 6,408 △ 28.0 5,282 △ 17.6

2,436 2,307 △ 5.3 2,005 △ 13.1 1,336 △ 33.4 1,056 △ 21.0

2,220 2,736 23.2 3,987 45.7 4,658 16.8 4,777 2.6

％ ％ ％ ％ ％

17.0 16.0 － 13.6 － 11.0 － 9.7 －

％ ％ ％ ％ ％

15.5 19.0 － 27.1 － 38.2 － 43.7 －

昭和55年 平成２年 平成17年 平成27年 令和２年
実数

区分

総　数

0歳～14歳

15歳～64歳

うち15歳
～29歳(a)

65歳以上
(b)

(a)/総数
若年者比率

(b)/総数
高齢者比率

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率
人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

76,592 101,630 32.7 115,530 13.7 114,906 △ 0.5 114,173 △ 0.6

18,077 20,946 15.9 16,657 △ 20.5 15,070 △ 9.5 14,927 △ 0.9

50,679 68,032 34.2 75,801 11.4 67,429 △ 11.0 63,443 △ 5.9

15,139 19,322 27.6 19,794 2.4 15,661 △ 20.9 14,542 △ 7.1

7,806 12,593 61.3 22,961 82.3 31,871 38.8 34,962 9.7
％ ％ ％ ％ ％

19.8 19.0 － 17.1 － 13.6 － 12.7 －
％ ％ ％ ％ ％

10.2 12.4 － 19.9 － 27.7 － 30.6 －

昭和55年 平成２年 平成17年 平成27年 令和２年
実数

区分

総　数

0歳～14歳

15歳～64歳

うち15歳
～29歳(a)

65歳以上
(b)

(a)/総数
若年者比率

(b)/総数
高齢者比率

□基準人口 

　○令和７（２０２５）年１月１日現在の住民基本台帳人口とする。 

□自然動態（想定） 

○市民の希望出生率１．９１が実現できる環境を整え、その結果として、出生

率が令和３２(２０５０)年までに１．９１に上昇。（独自推計） 

○推計に用いた合計特殊出生率 

□社会動態（想定） 

　○平成１７(２００５)年～令和２(２０２０)年に観察された人口移動の傾向

が、令和３２(２０５０)年まで継続。（国立社会保障・人口問題研究所推計

準拠）

 独自推計 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年

 出生率 1.36000 1.40000 1.52750 1.65500 1.78250 1.91000

令和３２(２０５０)年　１００，０００人
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■人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

  

■年齢区分別人口割合の推移  

　 

 

出典：【2020年まで】各年国勢調査（総務省） 

　　　  【2025年以降】日本の地域別将来推計人口「令和5年推計」（国立社会保障・

人口問題研究所） 

※　総人口は、年齢不詳人口を含んだ数であるため、年代別人口の合計と異なる場

合がある。 

 

 



 
 - 8 -

イ　産業の推移と動向 

本市全体の就業人口は、昭和５５年以降、増加傾向にありましたが、平成１

２年以降、ほぼ横ばいとなっています。 

産業別の就業人口比率は、昭和５５年には、第１次産業が７．９％、第３次

産業が５８．８％となっていましたが、その後、第１次産業は減少傾向、第３

次産業は増加傾向を示す中、令和２年には、第１次産業は２．１％、第３次産

業は７１．６％となっています。 

佐伯地域の就業人口の総数は、令和２年の国勢調査では４，５３４人であり、

昭和５５年の５，２３４人に比べ、４０年間で１３．４％減少しています。 

産業別の就業人口は、農業就業者を中心に第１次産業就業者数が６９．５％

と著しく減少し、就業人口比率も１９．０％から６．７％と減少しています。

一方、サービス業を主とする第３次産業就業者数は、１５．０％増加し、就業

人口比率も４４．１％から５８．７％と増加しています。 

吉和地域の就業人口の総数は、令和２年の国勢調査では２２４人であり、昭

和５５年の６９５人に比べ、４０年間で６７．８％減少しています。 

特に、第１次産業就業者数は、農業就業者を中心に８６．４％と著しく減少

し、就業人口比率も４０．１％から１７．０％と減少しています。一方、サー

ビス業を主とする第３次産業就業者数は、ほぼ変わらず、就業人口比率は２４．

２％から６４．３％と大きく増加しています。 

宮島地域の就業人口の総数は、令和２年の国勢調査では８５１人であり、昭

和５５年の１，８９７人に比べ、４０年間で５５．１％減少しています。 

中でも、製造業を主とする第２次産業就業者数は、８０．３％と著しく減少

しています。サービス業を主とする第３次産業就業者数についても、５３．

３％減少していますが、就業人口比率は７７．２％から８０．３％へと増加し

ています。 

 

(3)  行財政の状況 

ア　行財政の現況 

本市では、人口減少、少子高齢化の進行など、本市を取り巻く社会情勢や行

政課題に対応していくため、廿日市市行政経営改革指針を策定し、経営的視点

による効率的・効果的な行政運営に取り組んでいます。 

また、こうした取組を実効性あるものとするため、行政評価制度（施策評

価・事務事業評価）の導入を図るとともに、職員の人材育成に関する考え方を

示した人材育成基本方針や、持続可能な財政基盤を構築していくための中期財

政運営方針を策定し、質の高い行政サービスの提供のもと、持続可能なまちづ

くりに向けて、一体となった取組を進めています。 

財政状況については、第６次総合計画後期基本計画等に基づく事業の実施な
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どにより、令和２年度以降決算額は６００億円を超え、近年その規模は大きく

なっていますが、中期財政運営方針（令和３年度～令和７年度）に基づき、

「財源の確保」、「財源配分の最適化」、「市債残高の適正管理」、「基金の

確保・活用」、「財源規律の堅持」に取り組んだことで、概ね健全な財政運営

が図られています。 

今後については、歳入面では生産年齢人口を中心とした人口減少などに伴い

市税収入の増加は見込めず、歳出面では扶助費や公債費等の義務的経費や公共

施設の維持管理、長寿命化及び更新に要する経費等の増加が見込まれます。　

　また、自然災害、感染症の発生等に伴う支出の増加など財政運営上のリスク

への対応や近年の市債発行（市債残高）の増加等に伴う将来負担の増加などが

懸念されます。 

こうした状況を踏まえ、はつかいち未来ビジョン２０３５前期基本計画（令

和８年度～令和１２年度）に掲げる各施策の着実な実行と、基礎自治体として

将来的な行政需要にも的確に対応できる持続可能な財政基盤の構築のため、は

つかいち未来ビジョン２０３５前期基本計画に合わせて策定した中期財政運営

方針（令和８年度～令和１２年度）に基づき、計画的な財政運営を行っていき

ます。 
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表１－２(1)　財政状況（地方財政状況調）　　　　　　　　　　　　 

（単位：千円） 

 

 

イ　施設整備水準の現況 

　本市では、生活水準の向上と快適な生活環境の確保を図るため、地域住民の

生活や経済活動を支える重要な基盤である道路や上下水道などの基礎的インフ

ラの積極的な整備を推進してきました。 

　過疎地域内生活道路については、昭和５５年度末において改良率３４．１％、

舗装率５４．８％であったものが、令和６年度末には改良率５３．２％、舗装

率８８．６％となっています。しかしながら、本市全体と比較してみても、整

備水準はまだ低い状況にあり、今後も計画的に整備を推進していく必要があり

ます。 

　水道普及率については、昭和５５年度末に７８．２％であったものが令和６

年度末には８４．４％に、水洗化率については、昭和５５年度末に１９．３％

であったものが令和６年度末には８４．１％となっており、着実に整備を進め

ていますが、本市全体と比較し整備水準はまだ低い状況にあるため、今後も計

画的に整備を推進していく必要があります。 

区分 平成22年度 平成27年度 令和２年度 令和６年度

歳入総額　A 43,253,070 47,803,496 68,627,347 64,218,735

　一般財源 26,370,644 27,502,779 28,884,171 34,181,167

　国庫支出金 5,627,210 5,916,444 21,952,482 10,890,298

　都道府県支出金 2,784,352 2,632,547 3,734,630 4,283,094

　地方債 4,937,148 6,173,780 7,934,087 3,657,948

　　うち過疎債 72,700 225,200 549,100 991,600

　その他 3,533,716 5,577,946 6,121,977 11,206,228

歳出総額　B 41,885,392 47,177,310 67,648,606 63,187,941

　義務的経費 21,728,262 24,718,099 26,142,451 32,680,948

　投資的経費 5,433,093 6,991,578 11,565,427 8,118,407

　　うち普通建設事業 5,347,345 6,985,287 11,521,323 8,076,980

　その他 14,724,037 15,467,633 29,940,728 22,388,586

　過疎対策事業費 405,389 586,356 890,968 1,235,393
歳入歳出差引額　C(A-B) 1,367,678 626,186 978,741 1,030,794
翌年度下繰越すべき財源　D 1,091,723 115,701 840,705 683,387

実質収支　C-D 275,955 510,485 138,036 347,407

財政力指数 0.715 0.653 0.633 0.581

公債費負担比率 18.8% 23.3% 16.3% 15.9%

実質公債費比率 11.80% 9.0% 4.6% 7.6%

起債制限比率 - - -

経常収支比率 92.6 95.4% 94.0% 97.90%

将来負担比率 111.3 64.8% 80.7% 65.80%

地方債現在高 54,764,051 55,741,374 70,322,728 64,894,105
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表１－２(2)　主要公共施設等の整備状況 

 過疎地域 

 

 

 

 

 

廿日市市全体 

 

 

 

 

 

 

 

区　　　分
昭和55
年度末

平成 2
年度末

平成12
年度末

平成22
年度末

令和 2
年度末

令和 6
年度末

市　町　村　道

　　改　良　率（％） 34.1 31.2 38.0 52.0 53.1 53.1 

　　舗　装　率（％） 54.8 82.7 88.1 87.8 88.5 88.6 

農　　　　　道

　　延　　　長（m） 36,524 50,597 58,301 66,039 57,887 57,887
耕地1ha当たりの農道延長（m） 34.7 51.2 60.2 － － －

林　　　　　道

　　延　　　長（m） 119,476 180,492 177,880 151,378 158,033 162,428
林野1ha当たりの林道延長（m） 7.1 11.4 10.4 － － －

水　道　普　及　率（％） 78.2 81.0 76.8 76.2 81.9 84.4 

水　洗　化　率（％） 19.3 34.3 50.6 87.1 81.8 84.1 
人口千人当たり病院、
診療所の病床数　（床）

6.8 11.7 10.8 16.8 19.0 15.0 

区　　　分
昭和55
年度末

平成 2
年度末

平成12
年度末

平成22
年度末

令和 2
年度末

令和 6
年度末

市　町　村　道

　　改　良　率（％） 59.1 64.4 70.6 75.3 76.2 83.6 

　　舗　装　率（％） 70.3 90.2 94.2 94.7 95.1 96.5 

農　　　　　道

　　延　　　長（m） 66,790 67,453 72,063 79,796 76,051 76,051
耕地1ha当たりの農道延長（m） 43.8 48.6 53.4 － － －

林　　　　　道

　　延　　　長（m） 170,835 229,243 195,807 195,807 202,381 206,786
林野1ha当たりの林道延長（m） 7.9 11.8 10.8 － － －

水　道　普　及　率（％） 88.7 92.0 94.5 94.6 95.5 96.2 

水　洗　化　率（％） 48.0 70.2 81.3 82.9 92.6 94.4 
人口千人当たり病院、
診療所の病床数　（床）

12.9 16.9 18.7 15.3 14.2 13.8 
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(4)  地域の持続的発展の基本方針 

ア　持続的発展の基本的方向 

　はつかいち未来ビジョン２０３５では、「市民一人ひとりがともに幸せに暮

らせるまちづくり」を基本理念に、いつまでも住み続けたい、住んでみたいま

ちをめざしています。 

めざす将来像である「安心に包まれ ワクワクが広がる　未来への挑戦を楽し

むまち　つなぎ つながり ともに歩む」の実現に向け、次の４つの考え方を大

切にし、８つの施策分野ごとにめざす１０年後のまちの姿を掲げ、まちづくり

を推進します。 

（将来像の実現に向け、大切にする考え方） 

　○社会変化に対応した持続可能なまちづくり 

　○安全・安心な暮らしの確保 

　○多様性と包摂性のある地域社会の実現 

　○多様な主体によるまちづくり 

 

イ　主要施策 

(ｱ)　こども・子育て・教育 

　（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○みんなで子育てを支え、こどもや若者の成長に喜びを感じられるまち 

○こどもが心身ともに健やかに成長し、自らの可能性を信じてチャレン

ジ・自己実現できるまち 

　（施策方針） 

　　○こども若者・子育て支援 

　　○学校教育の充実 

(ｲ)　健康・福祉 
（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○つながり、支え合い、笑顔で暮らせるまち 

（施策方針） 

　　○つながりで支える地域福祉 

○障がい者（児）福祉の充実 

○高齢者福祉・介護サービスの充実 

○健康づくりの推進 

(ｳ)　安全・安心 

（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○誰もが安全に、安心して過ごせるまち 

（施策方針） 

　　○防災・減災対策の充実 
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○消防・救急体制の充実 

○暮らしの安全の確保 

(ｴ)　産業 

　　　　　（2035(令和17)年度に目指す姿） 

　○「はつかいちらしさ」を活かし、地域経済の好循環により発展するま　

　　　ち 

（施策方針） 

　　○商工業の振興 

○観光の振興 

○農林水産業の振興 

(ｵ)　生涯学習・スポーツ・文化 

（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○生涯にわたって自分らしく心豊かに暮らせるまち 

○歴史や伝統文化を守り、活かし、伝えるまち 

　（施策方針） 

　　○生涯学習の推進 

○スポーツ・文化芸術の振興 

○歴史や伝統文化の継承 

(ｶ)　都市基盤 

（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○都市機能が充実し、安全・安心で快適に暮らせるまち 

　（施策方針） 

　　○拠点性を高め愛着を感じるまちづくりの推進 

○地域公共交通ネットワークの構築 

○住環境の保全・整備 

○道路ネットワークの構築 

○上下水道の整備 

(ｷ)　環境 

（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○自然と社会が共生できるまち 

　（施策方針） 

　　○自然環境の保全と持続的活用 

○快適な生活環境の構築 

(ｸ)　地域づくり・人権・多文化共生 

（2035(令和17)年度に目指す姿） 

○誰もが学び、つながり、活躍することで、地域らしさをともに守り創

れるまち 
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○誰もが他者との違いを認め合い、安心して暮らせるまち 

　（施策方針） 

　　○地域づくりの推進 

　　○人権・男女共同参画の推進 

　　○多文化共生・国際交流の推進 

 

　　将来像と施策のイメージ図 
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ウ　地域特性に応じたまちづくりの推進 
各地域の持つ自然・歴史・文化的資源を踏まえながら、特性に応じたまちづ

くりを進めていきます。 

（佐伯地域：水と緑の交流ゾーン） 

水と緑の交流ゾーンは、内陸部を対象とし、豊かな自然、スポーツ施設を活

かしたレクリエーションや癒しの場としての機能を持っています。 

都市との近接性を有し、キャンプ場等を利用したアウトドア体験が気軽にで

きるほか、地域内のスポーツ施設やプロスポーツチームと連携し、スポーツを

中心とした地域の活性化を進めます。また、川と緑などの豊かな自然環境や農

産物等の地域資源を有効に活用し、地域内外の交流も進めます。 

（吉和地域：森と文化の交流ゾーン） 

森と文化の交流ゾーンは、吉和地域を中心とする西中国山地の山間部を対象

とし、森林資源を活かした文化、スポーツ、レクリエーションといった多様な

機能を持っています。 

森林公園やスキー場、温泉、美術館といった多様な地域資源があり、盛夏に

あっても過ごしやすいリゾート地です。自然豊かでアクティビティが満喫でき

る地域の強みを活かしていくとともに、各種機能が複合された地域の拠点づく

りを進め、地域住民の利便性の向上はもとより、地域内外の交流を促進してい

きます。また、佐伯地域及び吉和地域の中山間地域を対象エリアとした中山間

地域まちづくりビジョン・前期基本計画に基づき、２５年先の２０５０年の中

長期的な将来を見据え、目の前の１０年間に取り組むべき方策を整理、実施し

ながらまちづくりを進めます。 

（宮島地域：世界遺産交流ゾーン） 

世界遺産交流ゾーンは、宮島及び宮島口周辺を対象とし、国際的な観光・交

流機能を持っています。 

国際観光地「宮島」の玄関口にふさわしい宮島口地区の環境整備を図るとと

もに、宮島まちづくり基本構想に基づき、宮島の原点である「自然・文化・歴

史」を保存活用し、普遍的な価値を明らかにし、島民が一体となって未来に守

り伝えていく島づくりを進めます。また、宮島に暮らす全ての人が、安心して

心豊かに暮らせる島づくりを進めます。 
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　　エ　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の取組 

　　　　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は、２０１５年の国連サミットで採択され

た２０３０年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標で、「誰一人取

り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現」を理念としており、

１７のゴールと１６９のターゲットから構成され、経済・社会・環境を包含す

る統合的な取組を示しています。 

　　　　本計画を推進することで、ＳＤＧｓの目標達成に向けた取組の推進にもつな

げていきます。 

　　　【ＳＤＧｓの１７のゴール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)　地域の持続的発展のための基本目標 
ア　人口に関する目標  

市全体の人口の将来展望を、はつかいち未来ビジョン２０３５前期基本計画

に掲げる、令和３２年（２０５０）年の１００，０００人とします。 

過疎地域（佐伯・吉和・宮島地域）については、人口減少を緩やかにするこ

とを目的に、令和２年国勢調査時の減少率を下回ることを目標とします。 

　　イ　財政力に関する目標 

　　　　健全な財政運営を図るため、令和１２（２０３０）年を目標年次とし、次の

３つの指標（目標指標）を設定します。 

 

 

 

 

 目標指標 目標値（令和１２年度末）

 財政調整基金残高 ４５億円以上

 経常収支比率 ９６．５％以下

 市債残高（事業債） ４８０億円以下
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(6)　計画の達成状況の評価に関する事項 
　　はつかいち未来ビジョン２０３５前期基本計画に基づき毎年度実施する行政

評価により、事業の評価と改善を行うとともに、評価結果を公表します。また、

本計画に掲げる取組も含まれる廿日市市まち・ひと・しごと創生総合戦略を検

証する外部会議による評価を事業の改善に活かしていくとともに、市民の意識

やニーズなどを把握するため、「まちづくり市民アンケート」を毎年度実施し

ます。 

　　 

(7)　計画期間 
令和８年度から令和１２年度までの５年間 

 

(8)　公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　本市では、平成２５年６月に策定した「廿日市市公共施設マネジメント基本方

針（令和６年３月改訂）」を公共施設等総合管理計画として位置づけており、公

共施設の総合的かつ計画的な管理運営を実現するため、①総量の適正化、②長寿

命化等の推進、③効率的かつ効果的な管理運営の３つの基本方針を掲げ、量と質

の改革に取り組んでいます。 

　　　本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 
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２　移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

 (1)　現況と問題点 

ア　移住・定住・地域間交流の促進 

本市は、島しょ部、沿岸部、山間部の多様性に富んだ地域で構成され、多彩

な暮らしが選択できるまちです。 

しかしながら、島しょ部、山間部に位置する宮島地域、佐伯地域及び吉和地

域では、市内他地域と比較し、少子高齢化が進行しており、人口減少にも歯止

めがかかっていない状況にあり、県立佐伯高等学校の再編や地域活力の低下が

懸念されます。 

人々の価値観や働き方が変化する中、自然豊かな中山間地域をはじめとした

地方が注目されています。 

佐伯総合スポーツ公園等の地域資源の活用を通じて、交流人口の拡大や、関

係人口の創出により、地域に新たな活力をもたらすとともに、移住・定住の促

進に向けた取組を図っていく必要があります。 

イ　人材育成 

　　　　少子高齢化の進行により、地域づくりの担い手不足や事業者の人材不足とい

った問題が更に深刻化することが懸念されます。地域外からの人材確保を図る

とともに、地域におけるまちづくりをリードする地域内の人材発掘に取り組ん

でいく必要があります。 

　 

 (2)　その対策 

ア　移住・定住・地域間交流の促進 

○　移住・定住の促進に向け、本市の多彩な地域の魅力を効果的に発信するシ

ティプロモーションを推進します。 

○　空き家の活用促進、市営住宅等ストックの有効活用、若年・子育て世帯等

の移住・定住の支援、地域自治組織等と連携した移住者の総合的な支援など

を通じて、島しょ部、山間部における移住・定住の促進と地域の活性化を図

ります。 

○　県立佐伯高等学校の存続に向けて、同校の魅力化を促進するため、教育活

動や部活動、下宿・通学に対する支援を行います。 

○　中山間地域の回遊促進や、地域資源の積極的な活用を通じて、地域内外の

交流を促進します。 

○　スポーツイベントを誘致し、市内外からイベントに参加する人やイベント

を観覧する人を誘客することで、地域内外の交流を促進します。 

イ　人材育成 

　　　○　国の地域おこし協力隊などの制度により、外部人材の活用を図ります。 



 
 - 19 -

　　　○　地域内外の企業や人材などのネットワークづくりを進め、新たな出会いや

交流により、地域づくりに関わる人材の裾野を拡大していきます。 

　　　○　佐伯・吉和地域において、事業者の人材確保や、事業活動の維持・成長を

図るための連携先の発掘を支援します。 

　　　○　宮島地域において、行政や民間による様々な事業実施の受け皿となり、地

域内居住者と行政のパイプ役を果たす、「島づくり」組織の設立・活動を支

援します。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 1　移住・
定 住 ・
地 域 間
交 流 の
促 進 、
人 材 育
成 

(4)過疎地域持続的
発展特別事業 

移住・定住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
シティプロモーション事業 
ＷｅｂやＴＶＣＭ等、メディア

を活用した魅力の発信やＰＲイベ

ントへの出展等を行う。

 
 

廿日市市

 空き家対策推進事業 
空き家の多様な活用促進、空き家

情報の提供・相談体制の充実を図

る。

廿日市市

 中山間地域振興事業 
定住者向けに住宅購入補助を行

う。

廿日市市

 中山間地域振興事業 
県立佐伯高等学校の魅力化や下

宿・通学に対する支援を行う。

廿日市市

 地域間交流 
 
 
 
 

中山間地域振興事業 
地域内外の回遊促進を図る。

廿日市市

 スポーツ推進事業 
　トップアスリートによるスポー

ツ教室、プロスポーツチームとの

連携事業などを行う。

廿日市市

 人材育成 中山間地域振興事業 
地域おこし協力隊制度等を活用

した外部人材の活用や、地域内事

業者の働き手や連携先の発掘を支

援する。

廿日市市 

 中山間地域振興事業 
コミュニティの新たな担い手と

なり得る関係人口の創出を図る。

廿日市市

 宮島まちづくり推進事業 
「島づくり」組織の設立・活動

に対する支援を行う。

廿日市市
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３　産業の振興 

 

 (1)　現況と問題点 

　　ア　農業 

　　本市内では、沿岸部から山間部にかけて多彩な農業が展開されていますが、

その経営面積の多くは佐伯・吉和地域が中心の水田農業となっています。 

　　佐伯地域では、まとまりのある平地は少なく、稲作が大部分を占めています

が、都市部に近接した立地条件を活かし、観光農園・直売が盛んに行われてお

り、多種多様な農園経営に取り組んでいます。 

　　吉和地域では、まとまった水田を活用した、法人化による効率的な稲作経営

や農作業受託が展開され、冷涼な気候を活かした軟弱野菜の生産拡大にも取り

組んでいます。　　 

一方で、農家の高齢化とともに担い手不足や耕作放棄地の拡大が進んでおり、

産地や地域を支える担い手の育成及び農地・農業用施設を維持継承する取組が

必要です。 

さらに、都市沿岸部と中山間地域との近接性を活かし、交流・連携を通じた

農業の潜在力の発揮を促し、農業に対する市民の理解を深めることで、「地産

地消」を起点に持続可能な農業・農村づくりへの取組を進めることが必要です。 

イ　有害鳥獣対策 

　　　　本市におけるイノシシ等の野生鳥獣による被害はここ数年は横ばいで推移し

てきましたが、令和元（２０１９）年では大きく増加しています。イノシシ等

の捕獲頭数は近年、増加傾向にあり、農家の生産意欲を減退させる大きな問題

となっています。 

ウ　林業 

　　森林は、木材の供給源としてだけではなく、豊かな水や生態系を育み暮らし

を支える多くの役割を有しています。しかし、世代交代による林業経営意識の

低下、山村地域の過疎化や高齢化などにより、本市の林業経営体数は平成２２

年からの１０年間で半数以下と大きく減少しており、森林の多面的機能の低下

が懸念されています。 

　　森林資源が充実する中、適時適切な伐採による木材利用、造林・保育等の施

業実施が林業の成長産業化に重要であり、林業経営者の経営基盤の強化を図る

ことが必要です。 

エ　水産業 

　　　　本市には約１４０の海面漁業の経営体が存在し、海面養殖業が本市の特徴的

な漁業の一つとなっており、かき（殻つき）の漁獲量は全国の漁獲量の約１割

を占める産地を形成しています。また、内水面漁業によるアマゴの養殖や種苗

放流など、水産資源の維持増大を図っています。 
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漁業経営は、生産量の低迷や経費の増加などにより、厳しい状況が続いてい

ます。漁業生産量の減少傾向の背景には、水産資源の育成場である干潟、藻場、

魚礁等の機能が低下している状況があります。 

オ　地場産業 

　　　　伝統的工芸品として国の指定を受けている宮島細工や、広島県の指定を受け

ている宮島焼（お砂焼）などの伝統的工芸品産業においては、技術保持者の高

齢化が進展しており、引き続き、次世代の後継者育成が課題となっています。　

　また、伝統的工芸品産業に携わる後継者が、業として生活を営めるための支

援が必要となっています。 

　カ　商業 

　　国際観光地である宮島地域では、宿泊・飲食等を中心とする観光関連産業が

主たる産業となっており、佐伯・吉和地域にも観光関連施設が立地しています

が、地域のおかれた状況は大きく異なります。 

　　　人口減少や少子高齢化等を背景に地元消費が低迷する中、各地域の現状を踏

まえて、産業経済団体と連携し、地域経済の持続的発展を図っていく必要があ

ります。　　　 

キ　企業の誘致 

　　　働き方改革が推進される中、テレワークが普及するとともに、都市から地方

への人の流れが拡大していくことが期待されます。 

　　　多彩な暮らしが選択できる本市の強みや地域資源を活かし、テレワークやワ

ーケーションといった新たなワークスタイルの受け皿となるサテライトオフィ

スの誘致などに取り組んでいく必要があります。 

ク　観光又はレクリエーション 

佐伯地域には、佐伯総合スポーツ公園、乗馬クラブ、アーチェリーやキャン

プ場等のスポーツ・レクリエーション施設、観光農園、津和野街道石畳道、神

楽団など自然・歴史文化資源、温泉のある道の駅スパ羅漢があります。このよ

うな、自然の中でのスポーツや観光農園・歴史文化を活かした体験・交流を促

進することで、地域の活性化を図っていく必要があります。 

吉和地域には、もみのき森林公園、スキー場等の自然レクリエーション施設

や、美術館、温泉など、多彩な観光資源があります。こうした自然的特性を最

大限活かし、都市部と中山間地域との多様な交流を促進し、地域の活性化を図

っていく必要があります。 

宮島地域には、平成２４年から令和元年まで、年間約４００万人の来島者が

訪れており、外国人観光客数は平成２６年から平成２８年にかけて増加し、そ

の後令和元年まで３０万人台で推移していました。新型コロナウイルス感染症

の影響により観光客が激減しましたが、その後、来島者数は回復し、令和６年

には過去最高となる約４８５万人を記録しました。また、外国人観光客は約６
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４万人が訪れており、インバウンド需要の高まりなど観光を取り巻く環境変化

を踏まえ、国際観光拠点としての環境整備と増加する来島者への対応が求めら

れています。 

また、令和２年９月に国の認定を受けた「宮島エコツーリズム推進全体構想」

に基づき、豊かな自然観光資源を活かした質の高いエコツーリズムを提供して

いく必要があります。 

ケ　港湾 

宮島地域の桟橋等の港湾施設については、施設の老朽化対策や利便性向上の

ための更新・改修が必要となっています。 

 

 (2)　その対策 

ア　農業 

○　ＩＣＴなど新たな技術の導入、農地の集積、生産基盤の整備、人材の確

保・育成、資金の支援等を行い、地域農業をリードする経営力の高い担い手

や地域を支える多様な担い手の確保・育成を図ります。 

○　地産地消の促進に向け、廿日市産農産物の認知度を高めるとともに、学校

給食を活用した食育や特徴的な農産物のブランド化を推進します。また、農

業と他産業の交流促進のための機会の提供や連携を通じた新たな商品の開発

やサービスの創出を支援します。 

○　中山間地域の農業生産活動の維持や、農業の有する多面的機能を維持する

ため、老朽化した農業生産基盤の整備や既存施設の適正管理を図ります。 

イ　有害鳥獣対策 

　　○　鳥獣被害対策の専門家による地域への助言指導や研修会などを開催します。 

　　○　ＩＣＴを積極的に活用した防除と捕獲の支援を行うともに、捕獲後の資源

化を推進します。 

ウ　林業 

○　森林が本来有している水源かん養等の多面的機能が発揮できる状況にする

ため、間伐などの適切な森林施業を行います。 

○　市内の多様な木材関連事業者が連携し、森林の育成から木の消費までを結

ぶ「木のたびネットワーク」を形成し、市産材の生産・加工量の安定化や新

たな木材需要の創出を図ります。 

○　林道整備により林業生産の低コスト化と安定的な林業経営を確立します。 

エ　水産業 

○　市内漁業協同組合の連携組織である廿日市市水産振興協議会が実施する、

漁業経営力強化の取組に対する支援を行います。 

○　効用の低下している漁場の生産力の回復、水産資源の生息場の環境改善や

水産業の６次産業化を推進します。漁港施設や漁港海岸保全施設については、
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機能保全計画のもと、施設の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準化・縮

減に取り組みます。 

オ　地場産業 

○　後継者育成のための技術講座等の開催のほか、産地組合に対し体験観光な

どによる伝統的工芸品の普及や技術継承等の支援を行うとともに、情報発信

を含めた販路開拓を支援します。 

○　地域の強みである産地の技能、文化等の地域資源を活用した新たな取組の

掘り起こしやブランド化を支援します。 

○　地域における産業振興及び交流活動を支援するため、宮島伝統産業会館の

適正な維持管理を図ります。 

カ　商業 

○　商工会と共同して小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画を策定し、

小規模事業者の持続的発展を支援していきます。 

○　農林水産業、商工業、観光関連産業の連携をより一層推進し、互いの技術

やノウハウ、大学の知財を活かした６次産業化や農商工連携による高付加価

値の商品開発などを支援します。 

○　地域における産業振興及び交流活動を支援するため、宮島商工会館の適正

な維持管理を図ります。 

　　キ　企業の誘致  

　　　○　過疎地域への進出に意欲を持つ企業の確保に向け、ＰＲ活動やお試しオフ

ィスの提供を通じて、サテライトオフィスの誘致などに取り組みます。 

ク　観光又はレクリエーション 

○　デジタル技術の導入等により生産性の向上を図り、稼ぐ力を備えた観光関

連産業への成長を促すとともに、マーケティング・マネジメント機能を備え

た観光地域づくりを推進します。 

○　近隣商圏からの誘客を図るマイクロツーリズムの普及・定着を図ります。 

○　宿泊施設や観光施設等の受入環境や体験プログラムなどの多言語化・高付

加価値化を推進します。 

○　国際観光地「宮島」にふさわしい受け入れ環境の整備・充実を図るととも

に、自然観光資源を活かしたエコツーリズムを推進します。 

○　佐伯地域においては、観光交流施設の適切な管理運営を図りつつ、豊かな

自然、温泉、スポーツ資源等を活かした体験交流地域づくりを進めます。 

○　吉和地域においては、中国山地の自然や滞在型施設、豊かな食材を活用し

た体験交流地域づくりを進めます。 

ケ　港湾 

○　宮島地域における港湾施設の機能強化を促進します。 
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 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度）  

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 2　 産 業
の振興

(1)基盤整備 
農業 

 
 
 
 

林業

 
農道水路維持管理事業 

 
廿日市市

 農業振興事業 
（農業用水路の整備ほか） 

廿日市市

 林道整備事業 
小川線 
魚切線 
頓原迫谷線 
悪谷線 
玖島川末線 
焼山３号線 

廿日市市

 林道維持管理事業 廿日市市

 造林保育事業 廿日市市

 (9)観光又はレクリ
エーション

観光受入環境整備事業 
（公衆トイレ改修・整備ほ
か） 

廿日市市 

 スパ羅漢管理事業 廿日市市

 岩倉キャンプ管理事業 廿日市市

 観光施設管理事業 
（旧魅惑の里橋梁改修ほか） 

廿日市市 

 公園維持管理事業 
（宮島公衆トイレ改修） 

廿日市市 
(広島県)

 包ヶ浦自然公園利活用推進事
業 

廿日市市

 (10)過疎地域持続的
発展特別事業 

第１次産業 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
担い手経営基盤強化事業 
担い手への研修や経営基盤強化

支援等を行い、担い手の育成を図

る。 
また、産地や地域を担っていく

新規就農者を育成・確保する。

 
 

廿日市市

 地産地消推進事業 
農産物生産者と実需者をつな

ぎ、地元農産物に新たな付加価値

を持たせ、地産地消を推進すると

ともに、消費者に市産品をＰＲ

し、地産地消の機運を醸成する。

また、捕獲鳥獣の資源化を図る。

廿日市市 
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持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農地保全対策事業 
　ＩＣＴによる地域農業・農地保

全調査や、農地保全対策事業補助

金、農作業受託組織等体制整備支

援事業補助金を交付する。

廿日市市

 林業人材育成事業 
　森林の仕事ガイダンスへの出展

や林業従事者へのパンフレット作

成、林業関係機械購入への補助を

行う。

廿日市市

 有害鳥獣被害対策事業 
　野生鳥獣による農作物や人身等

への被害の軽減を図る。

廿日市市

 水産業振興事業 
内水面漁業振興対策事業補助

金、内水面遊漁対策事業補助金を

交付する。

廿日市市

 商工業・６次産業化 
 
 

伝統産業振興事業 
　後継者育成のための講座開催、

伝統工芸品の普及や技術継承、販

路開拓の支援などを行う。

廿日市市

 観光 
 
 
 
 
 
 
 

観光受入環境整備事業 
　宮島島内における観光客の受け

入れ環境の充実を図る。

廿日市市

 観光誘客事業 
関係団体と連携し、新たなコン

テンツ造成や既存の観光資源のブ

ラッシュアップを図るとともに、

滞在期間の延長や周遊・回遊を促

進させるための観光資源のネット

ワーク化やプロモーション等を行

う。

廿日市市

 企業誘致 中山間地域振興事業 
　サテライトオフィスの誘致等を

行う。

廿日市市

 (11)その他 港湾施設整備負担金 廿日市市 
(広島県)

 港湾施設維持管理事業 廿日市市
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 (4)　産業振興促進事項 

　　　産業振興に当たっては、広島広域都市圏を構成する市町との連携に努めます。 

　　ア　産業振興促進区域及び振興すべき業種　　　 

　  イ　当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

　　上記(2)(3)のとおり  
 

 (5)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 

 

 

 産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

 佐伯地域 

吉和地域 

宮島地域

製造業、旅館業、農

林水産物等販売業、

情報サービス業等

令和８年４月１日 

～ 

令和１３年３月３１日
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４　地域における情報化 

 

 (1)　現況と問題点 

　　ア　情報通信技術の活用 

　　社会の情報化が急速に進展している中で、情報社会に主体的に対応していく

力を備えていくことがますます重要となっています。どこに住んでいても、日

常生活や教育、仕事等の場において、等しく情報通信技術を活用できる環境を

整えることが必要です。 

イ　デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

　　　　様々な分野において、先進的な情報通信技術を最大限活用し、社会のあり方

や仕組みの変革を行うデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を加速化

させることが求められており、様々な分野における暮らしの向上や地域の諸課

題を解決するために、地域特性を活かすことのできる取組を推進していくこと

が必要です。 

 

 (2)　その対策 

　ア　情報通信技術の活用 

　　　○　教育現場において、ＩＣＴ機器が効果的に利活用されるよう人的支援を行

い、また、子どもたちが高度情報通信社会に対応できるよう、授業等でＩＣ

Ｔ機器を活用できる環境を整備します。 

　　　○　高齢化が進む中、市民間の情報格差（デジタル・ディバイド）の解消に向

けた取組や、デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及・利活用

を推進します。 

　　イ　デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

　　　○　医療や福祉、健康、コミュニティ、防災、交通、農業、観光など様々な分

野・サービスにおける課題に対して、地域特性に応じたデジタル技術の活用

を検討し、過疎地域における持続可能な活力ある地域社会の形成モデルを確

立します。 
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 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 

 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 3　地域に
お け る
情報化

(2)過疎地域持続的
発展特別事業 
デジタル技術活用

 
 
小学校ＩＣＴ活用教育推進事業 
　ＩＣＴ機器の整備を継続する。ま

た、ソフト面でも整備を継続する。

 
 

廿日市市

 中学校ＩＣＴ活用教育推進事業 
　ＩＣＴ機器の整備を継続する。ま

た、ソフト面でも整備を継続する。

廿日市市

 防災情報システム管理事業 
避難誘導アプリの運用により市民

の速やかな避難行動を支援する。

廿日市市

 農地保全対策事業（再掲） 
　ＩＣＴによる地域農業・農地保全

調査や、農地保全対策事業補助金、

農作業受託組織等体制整備支援事業

補助金を交付する。

廿日市市
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５　交通施設の整備、交通手段の確保 

 

 (1)　現況と問題点 

　　ア　道路・橋りょう 

　　　　安全な道路環境を保つため、計画的に、緊急かつ優先度の高い箇所から、道

路の舗装や照明施設、標識等の点検、修繕などの維持管理を行っています。 

　　　　吉和地域では、県除雪車両基地が遠方に所在するため、安全かつ効率的な道

路除雪作業が実施できていません。 

　　　　宮島地域の市街地内の市道は狭隘で、電柱等が歩行や通行の妨げとなってお

り、安全な歩行空間が確保されていない状況にあります。 

橋りょうの多くは、高度経済成長期からバブル期に多く建設されており、今

後、架け替えや大規模な補修が集中し、多大な財政負担を伴うことが予想され

ます。最適な補修工法や補修時期の設定など、計画的な維持補修により長寿命

化を図っていく必要があります。 

また、安全で移動しやすい道路環境をつくるため、都市間や地域間の道路ネ

ットワークの構築により、交通機能の強化を図る必要があります。 

　　イ　交通対策 

　バス交通は、廿日市市内の鉄道駅を起終点とし、中山間地域を結ぶネットワ

ークとして民間路線バスが運行しています。 

　　本市では、生活交通確保のため、民間交通事業者が運行するバス路線を支援

するとともに、民間路線バスが運行していない地域や地区において、市自主運

行バスやデマンド交通を運行しています。バス交通は、人口減少によるバス利

用者数の減少や近年の物価高騰を起因とする経営状況の悪化、慢性的な運転手

不足など課題が山積しており、持続可能な公共交通ネットワークの維持・確保

に向けた取組が求められています。 

宮島地域を結ぶ航路は、宮島口と厳島港間で、３つの民間事業者がフェリー

を運航しており、市民生活や宮島観光の移動手段を支えています。 

　 

 (2)　その対策 

　　ア　道路・橋りょう 

○　道路パトロールや道路施設の点検を定期的に行い、第三者被害の防止に努

めるとともに、計画的な維持補修・更新を行います。 

○　宮島地域については、電線類の地中化等による無電柱化や道路の美装化を

推進し、安全で快適な歩行空間の確保を図ります。 

○　老朽化した橋りょうは、アセットマネジメント（長寿命化修繕計画）に基

づく適時適正な維持補修を行い、維持管理コストの縮減及び補修費の平準化

を図ります。 
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○　林道整備により林業生産の低コスト化と安定的な林業経営を確立します。 

○　除雪事業を円滑・安全に実施するため、老朽化した除雪機械の更新を図り

ます。 

○　冬期の生活道路を確保し、地域住民の生活の利便性を維持するため、県除

雪車両基地の吉和地域への整備を支援します。 

○　都市間や地域間の道路ネットワークの強化に必要な道路の整備を進めます。 

　　イ　交通対策 

○　市内の鉄道駅と中山間地域を結ぶ地域間幹線系統の路線バスや、宮島島内

を運行する乗合タクシーといった生活交通として確保すべき民間路線につい

て、運行経費の全部又は一部を支援します。 

○　市自主運行バスやデマンド交通については、経営的視点を踏まえた現行路

線等の検証、新たな移動手段への転換など、より効果的・効率的な運行形態

を検討するとともに、地域や交通事業者との連携により、民間路線を含めた

バス交通全体の利用促進及び利便性の向上を図り、持続可能な公共交通ネッ

トワークを維持します。 

○　地域住民主体による移動手段確保に対する支援を行います。 

○　高齢ドライバーによる交通事故防止と公共交通の利用促進を図るため、高

齢者の運転免許証の自主返納を支援します。 

○　定期航路については、宮島への観光航路だけでなく、地域の生活航路とし

ての視点に立ち、運航の維持・確保を図ります。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 
 持続的発展

施策区分
事業名 

（施設名）
事業内容 事業主体 備考

 4　 交 通
施設の
整備、
交通手
段の確
保

(1)市町村道 
道路 

 
 
 
 

 
道路整備事業 
（無電柱化・美装化事業） 

 
廿日市市 

 道路整備事業 
市道横矢小原線 

廿日市市

 道路維持管理事業 廿日市市

 橋りょう 橋りょう維持管理事業 廿日市市

 (2)農道 農道水路維持管理事業(再掲) 廿日市市

 (3)林道 林道整備事業(再掲) 廿日市市

 (8)道路整備機械等 道路除雪事業 廿日市市

 庁舎維持管理事業 
（県除雪車両基地整備支援） 

廿日市市 
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 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

　　本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 (9)過疎地域持続的
発展特別事業 

公共交通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
民間バス運行維持事業 
民間路線バス（広電バス津田

線）、乗合タクシー（メイプルライ

ナー）の運行を支援する。

 
 

廿日市市

 自主運行バス運営事業 
各地域の生活交通である市自主運

行バスを運行する。

廿日市市

 地域主体型交通運行支援事業 
地域が主体となって行う生活交通

の運行を支援する。

廿日市市

 宮島航路運航維持事業 
生活交通手段を確保するため、宮

島航路運航（早朝夜間便）に対する

支援を行う。

廿日市市 
 
 

 その他 
 
 

高齢者運転免許自主返納支援
事業 
高齢者の運転免許の自主返納を支

援し、高齢ドライバーによる交通事

故防止と公共交通の利用促進を図

る。

廿日市市 
 
 

 (10)その他 国・県道整備負担金 廿日市市 
(広島県)
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６　生活環境の整備 

 

 (1)　現況と問題点　 

ア　上下水道 

水道事業及び下水道事業の着実な実施により、水道普及率、水洗化率ともに

増加していますが、今後も計画的に整備を推進していく必要があります。 

また、整備済みの施設において老朽化が進んでいる施設があり、効率的な維

持・補修・更新が必要です。 

イ　消防・防災 

近年、全国各地で大規模な自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。

住民の防災への関心は高まっており、住民が安心して暮らせる災害に強いまち

づくりが求められています。このため、防災減災対策施設の整備や消防力の強

化をはじめ、市民の防災意識の向上や地域防災体制の構築、避難支援の仕組み

づくりなど、ソフト対策の充実を図っていく必要があります。 

大規模な災害の発生に備え、２４時間３６５日いつでも迅速な対応ができる

よう、消防及び救急体制を整えておく必要があります。 

宮島地域においては、厳島港に入港する船舶の事故や災害への対応、救急患

者搬送などにおいて必要不可欠である消防救急艇を整備し、水上消防や水難救

助活動の向上を図る必要があります。 

ウ　住宅 

　過疎地域においては、民間賃貸住宅が少なく住宅の選択肢が限られます。子

育て世帯の支援や定住促進のため、公営住宅等の既存ストックの活用が必要で

す。 

　　建設年次が古い施設においては、住戸面積や設備などの面で時代のニーズへ

の対応が困難になりつつあり、質の維持・向上を図り、適切な維持管理を行う

必要があります。 

　　エ　公園 

市民が休息、運動、コミュニティ活動などの場として身近に利用できる公園

については、宮島地域は風致公園が、佐伯地域は運動公園が大部分を占め、吉

和地域は都市計画区域外にある公園となっています。こうした地域の異なる状

況を踏まえながら、良好な公園の維持・充実を図っていく必要があります。 

　　オ　地域生活インフラの維持・確保 

人口減少や高齢化の進行により、商店の撤退や、食料品等の日常の買い物が

困難となる買い物弱者が今後増加することが懸念されます。また、自家用車等

の燃料だけではなく、店舗経営や日常生活に欠かせない灯油購入など、地域の

燃料供給拠点である給油所は、佐伯地域には２箇所、吉和・宮島地域には各１

箇所という現状にあります。これら地域生活を支える重要なインフラの維持・
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確保に努めていく必要があります。 

 

 (2)　その対策 

　　ア　上下水道 

○　安全な水を安定的に供給することや生活環境の改善、公共用水域の水質保

全を持続するため、生活基盤施設である上下水道について、効率的かつ計画

的な未普及・老朽化対策等を行います。  

　　イ　消防・防災 

○　避難行動要支援者の個別避難計画書の策定や災害時の避難支援活動を推進

するため、平常時から、地域における避難行動要支援者と避難支援団体との

つながりや見守りの体制づくりを支援します。 

○　災害に強く安心して暮らせるよう、河川・急傾斜地などの防災減災対策を

推進します。 

○　消防車両（船舶含む。）、消防資機材、水利施設及び通信システム等の更

新・整備を計画的に行い、消防防災力の充実・強化を図ります。 

○　大規模災害が発生した場合でも、業務継続計画をもとに、災害応急対策と

優先度の高い通常業務を遂行できるよう取り組みます。 

○　吉和地域の常備消防を委託する広島市と連携し、吉和地域における消防体

制の確保を図ります。 

○　自主防災組織に対する活動支援や消防団の充実強化を推進し、地域防災力

の維持・向上を図ります。 

ウ　住宅 

○　公営住宅等の長寿命化を図るため、効率的かつ計画的な維持補修、改修を

行います。 

○　安全性、利便性、快適性及び効率性、また、高齢化した地域の実情などを

総合的に勘案し、住環境の整備を図ります。 

エ　公園 

○　地域の状況を踏まえた公園の適正な維持管理に努めるとともに、地域住民

のニーズを踏まえた整備・充実を図っていきます。 

　　オ　地域生活インフラの維持・確保 

○　買い物弱者への対応については、地域特性や住民ニーズを踏まえながら、

必要な支援や取組を検討していきます。 

○　給油所は、自動車や暖房用等の燃料だけではなく、災害時等における燃料

供給拠点であることを踏まえ、地域における石油製品の安定供給を確保する

ため、給油所の維持に取り組みます。 
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 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 5　 生 活
環境の
整備

(1)水道施設 
上水道 

 
水道整備事業

 
広島県水
道広域連
合企業団

 (2)下水処理施設 
公共下水道

 
公共下水道整備事業 

 
廿日市市

 (5)消防施設 消防通信施設維持管理事業 廿日市市

 消防車両整備事業 廿日市市

 消防水利施設整備事業 廿日市市

 消防艇係留施設整備事業 廿日市市

 吉和地域消防関連備品等負担金 廿日市市 
(広島市)

 消防団活動運営事業 廿日市市

 (6)公営住宅 市営住宅等管理事業 廿日市市

 (7)過疎地域持続的
発展特別事業 

　　　　防災・防犯 
 
 
 
 
 
 

 
 
吉和地域消防事務委託負担金 

吉和地域の常備消防を広島市に委

託し、地域の防災に備える。

 
 

廿日市市 
(広島市)

 消防団活動運営事業 
消防団への入団を促進し、地域防

災力の維持、向上を図る。

廿日市市

 自主防災活動推進事業 
地域の防災力を強化するため、自

主防災活動の費用を補助する。

廿日市市

 (8)その他 急傾斜地崩壊対策負担金 廿日市市 
(広島県)

 公園整備事業 
（遊具改修ほか） 

廿日市市 
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７　子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

 (1)　現況と問題点 

ア　子育て支援 

女性の社会進出や核家族化の進行に伴い、保育需要の増加や子育てに関する

悩みなど、様々な子育てニーズへの対応が求められています。 

本市では、妊娠期から子育て期までの一貫した支援体制である「ネウボラ」

を設置し、切れ目のない子育て支援の充実を図っています。 

一方で、近年は、児童虐待の相談件数が増加しており、また、こどもの貧困

等、こどもや子育て世帯を取り巻く新たな問題も生じています。 

子育て支援体制や相談体制の充実など、こどもを安心して産み育てやすい環

境づくりが必要です。 

また、子育てを地域全体で支えていくため、多様な主体との連携を図る必要

があります。 

イ　健康づくり 

一人ひとりが住み慣れた地域で健やかでいきいきと生活できるまちを目指し、

健康増進計画（健康はつかいち２１）に基づき、各種取組を推進しています。 

社会環境の変化が生活習慣に影響を及ぼし、生活習慣病などの発症につなが

っていることから、生活習慣の改善、疾病の発症予防・重症化予防等の活動を

中心とした健康づくりを推進していく必要があります。 

ウ　高齢者・障がい者福祉 

佐伯・吉和・宮島地域の高齢化率は、本市平均を大きく上回っており、高齢

化への対応が喫緊の課題となっている中、住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう、地域の実情を踏まえた取組が必要です。 

また、高齢者や障がい者等を地域全体で支える仕組みづくりや、包括的な相

談・支援体制の充実、多様な主体と連携し、地域課題の解決に取り組む環境づ

くりなどを進めていく必要があります。 

さらに、地域の特性により介護人材が特に不足することから人材の確保・定

着について支援する必要があります。 

 

 (2)　その対策 

ア　子育て支援 

○　市内５地域６カ所の「ネウボラ」と保育園や子育て支援センターなどの子

育ての関係機関との連携を強化した「はつかいち版ネウボラ」を充実させ、

全ての子育て世帯への切れ目のない支援に取り組みます。 

○　保育士等の人材の確保・処遇改善により保育の質と量を充足させます。 

○　延長保育、一時保育、休日保育等の特別保育サービスとともに、ファミリ
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ーサポートセンターやショートステイなど子育て支援サービスの活用を促進

します。 

○　放課後の居場所づくりとして、留守家庭児童会を運営します。 

○　こどもが通院や入院をした際の医療費を助成します。 

○　地域自治組織や民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会等の地域に

おける多様な主体と連携し、子育てサロンや交流スペースなど、地域で親や

こどもが気軽に集え、交流できる場づくりを進めます。 

イ　健康づくり 

○　生活習慣を改善するための啓発や支援施策の充実を図り、ライフステージ

に応じた生活習慣改善のための支援を実施します。 

○　特定健康診査、がん検診の受診率向上を図り、生活習慣病予備群及び要精

密検査対象者等への働きかけを強化します。 

○　生活機能の維持・向上を図るため、健康づくりを支援する人材の育成や活

動の支援を行い、住民主体の健康づくりやフレイル予防などの取組を推進し

ます。 

○　地域活動への参加促進、地域での見守り・相談体制の充実、企業や団体と

連携した健康づくりを推進し、健康づくりに取り組むための環境を整備しま

す。 

ウ　高齢者・障がい者福祉 

○　医療・介護・予防の専門的な多職種連携の強化を図るとともに、地域のつ

ながりを大切にした生活支援サービスを整備し、地域包括ケアシステムの充

実を図ります。 

○　介護サービスの提供基盤を整えるため、介護人材の確保・定着に対する支

援に努めます。 

○　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の方の在宅生活を支え、地域で安心して

暮らし続けられるよう、吉和地域における介護サービスの提供や泊まりので

きる高齢者施設の運営を支援します。 

○　移動手段を持たない高齢者等の生活交通手段の確保に努めます。 

○　障がい者への相談支援体制の一層の強化や、障害福祉サービス等の給付、

施設整備への助成など、全ての障がい者がライフステージ等に応じた適切な

支援が受けられる体制の充実に努めます。 

○　障がいに対する正しい知識の習得や相互理解につなげるための研修会を開

催するなど、啓発活動を進めます。 

　　　○　拠点となる福祉センターについて、長寿命化計画に基づき、適正な維持管

理を行います。 
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 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが　

ら事業を推進します。 

 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 6　 子 育
て環境
の 確
保、高
齢者等
の保健
及び福
祉の向
上及び
増進

(3)高齢者福祉施設 
その他

 
福祉センター管理運営事業 

 
廿日市市

 (8)過疎地域持続的
発展特別事業 

高齢者・障害者福祉 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
吉和地域高齢者施設助成事業 
　ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯

の方が、地域で安心して暮らせる施

設（泊まりのできる施設）の運営を

助成する。

 
 

廿日市市

 吉和地域高齢者福祉助成事業 
住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるために必要な介護サービスを

実施する社会福祉法人等に対して補

助金を交付する。

廿日市市 
 

 過疎地域等介護人材確保・定着
支援事業 
　介護サービス事業所等で、一定条

件のもと勤務する介護職などに支援

金や転居に必要な経費の一部を補助

する。  

廿日市市
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８　医療の確保 

　 

 (1)　現況と問題点 

令和２年に、休日及び夜間における急病患者に対し応急的な診療を行うため、

ＪＡ広島総合病院が廿日市休日夜間急患センターを開設し、初期救急医療機能と

第二次及び第三次救急との連携が強化されました。 

佐伯地域では、無医地区に準ずる地区に該当する飯山・中道地区のほか、点在

する集落があります。 

吉和地域では、市が設置する診療所において、広島県から派遣された医師によ

り診療が行われています。 

宮島地域では、地域内にある診療所において、地域外からの医師によって診療

が行われていますが、島しょ部という地理的特性から、夜間診療体制の確保が求

められています。 

将来にわたって過疎地域の医療体制を維持するため、医師・看護師などの医療

従事者の確保や医療機器の更新などの医療体制の整備に努めていく必要がありま

す。 

 

 (2)　その対策 

○　診療所の機能維持を図ります。 

○　医師の確保について、広島県に医師の継続派遣を要望していくとともに、医

師会等からも的確な情報を収集し、医師の常駐など過疎地域への継続的な医療

体制の確保に努めます。 

○　宮島地域において発生した救急患者については、消防救急艇を使用して、対

岸の医療施設への円滑な搬送を行います。 

○　宮島地域において、一定の時期における平日夜間の急病患者に対する医療体

制の確保に努めます。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 7　 医 療
の確保

(1)診療施設 
診療所

 
診療所設備整備事業 

 
廿日市市 

 (3)過疎地域持続的
発展特別事業 

その他

 
 
吉和診療所管理運営事業 
　吉和地域における初期医療体制を

維持する。

 
 

廿日市市 

 保健衛生一般事業 
　宮島地域において、一定の時期に

おける平日夜間の急病患者に対する

医療体制の確保に努める。

廿日市市
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 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 
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９　教育の振興 

 

 (1)　現況と問題点 

ア　学校教育 

グローバル化やデジタル社会への対応など、社会情勢を取り巻く環境が大き

く変化する中、こどもたちが「ふるさと廿日市」に愛着と誇りを持つとともに、

社会で活躍するための必要な資質や能力を身に付けることが求められています。 

ＩＣＴ環境の整備・充実や、体験の場の充実、教職員のサポート体制の充実

などにより、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図っていくこと

が必要です。 

佐伯地域では、小中学校が施設を別とする連携型の小中一貫教育に取り組ん

でいます。また、吉和地域及び宮島地域では、市内全域からの入学を可能とし

て、施設を同じとする一体型の小中一貫教育に取り組んでいます。 

いずれも、小中学校共通の目標及び目指すこども像を設定し、９年間を見通

した系統的・継続的な指導を行っています。　　 

　　創造性豊かなこどもの育成を図るため、地域と学校の協働による取組も重要

です。地域と学校がより一層連携・協働し、学校を核とした地域づくりを推進

していく必要があります。 

また、学校及び学校給食施設・設備の老朽化に対応した計画的な改修などに

より、安全で快適な教育環境を確保していく必要があります。 

　　イ　生涯学習・スポーツ 

　　　生涯学習の拠点施設として、おおむね小学校区ごとに市民センターを設置し

ており、こどもから高齢者まで、気軽に集い、学べる環境が整っています。 

　　　誰もが利用できる身近で多彩な学習機会を提供することにより、個々の学び

や、学びを通じた人のつながりを促し、個人の成長と地域社会の発展につなげ

ていくことが重要です。 

　　　また、市民センターは、まちづくりの拠点でもあり、多様な主体との協働に

よる地域課題の解決や地域の活性化など、地域づくり実践の場として、その機

能を強化していくことが必要です。 

　　　佐伯地域にある佐伯総合スポーツ公園は、様々な競技施設やウォーキングコ

ース、展望広場が整備され、心も体もリフレッシュできるスポーツパークとし

て利用されるとともに、敷地内に整備した大型複合遊具には、域外から多くの

ファミリー層が訪れるスポットとなっています。 

　　　吉和地域にある社会体育施設（グラウンド）では、スポーツ利用のみならず、

夏祭りやとんど等、様々な地域行事に活用されています。 

学校施設では、地域のスポーツ活動が行われており、健康づくりの場として

の役割も果たしています。 
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　　　こうした取組の促進に当たって、安心して快適に活動できる環境を確保する

ため、市民センター及び生涯学習・スポーツ施設のバリアフリー化や改修等を

計画的に行っていく必要があります。 

 

 (2)　その対策 

　　ア　学校教育 

○　ＧＩＧＡスクール構想の推進により、一人１台端末の整備が完了しており、

ＩＣＴを活用した教育を積極的に実践し、全てのこどもたちの可能性を引き

出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。 

○　ＩＣＴ機器を有効活用するために、ＩＣＴ指導員及びＩＣＴ支援員を配置

し、教員をサポートします。 

○　引き続き、ＡＬＴ（外国語指導助手）を全市立小中学校に配置し、外国語

教育の充実を図ります。また、こどもたちに学習した英語を活用できる発表

や対話の機会を設定し、実践的な力を高めます。 

○　各小中学校の総合的な学習の時間などで、地域住民等と連携した活動を行

うことを通じて、地域の課題に気付き、その課題を解決していこうとする態

度と実践力を育てます。 

○　地域の自然や文化を生かした体験活動や、他者と協働しながら課題を解決

する学びを通して、児童生徒が将来への展望をもてるように取り組みます。 

○　学校と保護者や地域住民等が共に知恵を出し合い、協働しながら学校運営

に取り組む「地域とともにある学校づくり」を進めるため、各小中学校に導

入したコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を効果的に運用するとと

もに、地域学校協働本部と連携・協働した学校づくり・地域づくりを進めま

す。 

○　快適な教育環境を確保するため、小中学校に空調設備を整備するとともに、

学校及び学校給食施設の長寿命化計画に基づき、計画的な改修を行っていき

ます。 

イ　生涯学習・スポーツ 

○　市民センター等の施設を拠点に地域住民がいつでも集い、学び合いを通じ

て学習した成果が広く活用できるよう、個々の学習ニーズや社会的な課題を

捉えた事業を実施します。地域課題の発見や解決に向けてみんなで考え、話

し合う場（学習機会）を提供し、地域主体で行うまちづくりの取組を支援し

ます。また、地域住民が集いやすい環境整備を推進するため、旧吉和支所・

旧吉和市民センター跡地に建設する県除雪車両基地の敷地内に吉和ふれあい

交流センター及び吉和グラウンド等利用者の駐車場等として活用できる市民

活動交流広場を整備します。 

○　地理的に図書館から離れている地域においても図書館サービスを提供する
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ため、移動図書館車巡回の継続・発展に取り組みます。 

○　佐伯地域において、佐伯総合スポーツ公園の長寿命化を図るとともに、新

たな魅力を付加することにより、集客力のあるスポーツ公園へと再整備しま

す。 

○　市民センターや生涯学習・スポーツ施設については、利用者に利便性の高

い施設となるよう計画的な整備・修繕を図ります。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 8　 教 育
の振興 

 

 
(1)学校教育関連施
設 

校舎 
 
 

 
 
 
小学校リニューアル事業 

 
 
 
廿日市市 

 

 

 中学校リニューアル事業 廿日市市 

 小学校空調設備整備事業 廿日市市 

 中学校空調設備整備事業 廿日市市 

 給食施設 学校給食施設維持管理事業 廿日市市 

 (3)集会施設、体育
施設等 

公民館 

 
 
市民センターリニューアル事業 

 
 
廿日市市

 集会施設 
　　　　 

 　

さいき文化センター（文化ホー
ル）管理運営事業 

廿日市市

 吉和ふれあい交流センター管理
運営事業 

廿日市市

 体育施設 体育施設管理運営事業 
（吉和グラウンド改修ほか） 

廿日市市 

 公園整備事業 
（佐伯総合スポーツ公園体育館
改修ほか） 

廿日市市

 (4)過疎地域持続的
発展特別事業 

義務教育 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
学校教育振興一般事業 
　ふるさとへの愛着と誇りがより広

がり、根付くため、ふるさとの魅力

について発見・再認識できる体験的

な活動や探究的な学習を充実させ

る。 
　ＩＣＴ指導員及びＩＣＴ支援員を

配置し、ＩＣＴ機器の効果的な利活

用のための人的支援を行う。

 
 
廿日市市
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 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 

持続的発展
施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

  
 
 
 
 
 

国際理解教育事業 
　ＡＬＴ（外国語指導助手）を全

小・中学校に配置する。

廿日市市

 小学校ＩＣＴ活用教育推進事業 
（再掲） 
　ＩＣＴ機器の整備を継続する。ま

た、ソフト面でも整備を継続する。

廿日市市

 中学校ＩＣＴ活用教育推進事業 
（再掲） 
　ＩＣＴ機器の整備を継続する。ま

た、ソフト面でも整備を継続する。

廿日市市

 地域学校協働活動事業 
　地域学校協働本部の運営につい

て、補助、助言、活動支援などを行

う。

廿日市市

 生涯学習・スポーツ 玖島の里づくり交流拠点施設管
理運営事業 

玖島地区におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 あさはらまちづくり交流センタ
ー管理運営事業 

浅原地区におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 吉和ふれあい交流センター管理
運営事業 

吉和地域におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 図書館活動事業 
　移動図書館車を運行する。

廿日市市
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１０　集落の整備 
 

 (1)　現況と問題点 

　全国的な人口減少の中、本市の人口は、令和２年国勢調査の集計結果によると、

平成２７年国勢調査１１４，９０６人と比較し、１１４，１７３人となっており、

７３３人の減、０．６％の減少率となっています。このうち、過疎地域（佐伯・

吉和・宮島）においては、１０％を超える減少率となっています。 

　今後も人口減少が進み、少子化、高齢化が進行することで、集落機能の維持を

はじめ、地域全体の活力の低下が懸念されます。 

地域の活力低下は、地域コミュニティの存続が危ぶまれ、安心して住み続けて

いくための基盤が揺らいでいくことにもつながります。 

　地域力の維持･強化を図るため、地域自治組織の支援を行うとともに、外部人材

を活用した地域の活性化に向けた取組を推進する必要があります。 

佐伯地域については、浅原、玖島地区では交流センター（小さな拠点）が設置

されています。 

　吉和地域については、吉和ふれあい交流センター（小さな拠点）周辺では、行

政、福祉、医療、商店など日常生活に必要なサービスを集約し、生活の利便性の

向上を図っています。 

これらの施設と市民センターを中心として、誰もが暮らし続ける、関わり続け

ることのできる中山間地域の実現を目指した取組が必要です。 

宮島地域については、地域の生涯学習とまちづくりの振興を図り、来訪者を含

めた多様な主体との連携・交流を促進する宮島まちづくり交流センターが、令和

３年４月に供用開始しました。 

この施設を地域活性化の核とするとともに、宮島まちづくり基本構想に基づき、

地域住民の暮らしや、先人から受け継いできた自然・歴史・文化を守り、継承し

ていくための取組が必要です。 

 

 (2)　その対策 

○　地域自治組織への財政支援や、円卓会議の運営支援、情報交換の場を設定す

るなど、地域との協働により、持続可能なまちづくりを推進します。 

○　中山間地域に地域支援員を配置し、中山間地域全体の活性化に向けた取組を

推進します。 

○　佐伯地域については、暮らし続けられる玖島・浅原地区の実現に向け、拠点

となる施設の整備・活用を通じて、地域内外の交流を促進し、地域活力の創出

を図ります。 

○　吉和地域については、拠点となる施設の整備・活用を通じて、生活サービス

の利便性の向上、暮らしに必要な機能の維持を図るとともに、住民主体の地域



 
 - 45 -

経営の仕組みづくりに取り組みます。 

○　宮島地域については、地域住民と行政のパイプ役となり、まちづくり事業を

推進する「島づくり」組織設立を進め、その活動を支援します。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 

 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 9　 集 落
の整備

(2)過疎地域持続的
発展特別事業 

集落整備

 
 
協働のまちづくり事業 
　地域自治組織への助成金の交付、

持続可能な地域運営に向けた組織づ

くりの支援を行う。

 
 
廿日市市

 中山間地域振興事業（再掲） 
地域おこし協力隊制度等を活用し

た外部人材の活用や、地域内事業者

の働き手や連携先の発掘を支援す

る。

廿日市市

 中山間地域振興事業 
持続可能なまちづくりに向けた、

地域経営の仕組みづくりの支援など

を行う。

廿日市市

 玖島の里づくり交流拠点施設管
理運営事業（再掲） 

玖島地区におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 あさはらまちづくり交流センタ
ー管理運営事業（再掲） 

浅原地区におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 吉和ふれあい交流センター管理
運営事業（再掲） 

吉和地域におけるまちづくりの拠

点として機能する施設の運営を行

う。

廿日市市

 宮島まちづくり推進事業 
（再掲） 

「島づくり」組織の設立・活動に

対する支援を行う。

廿日市市
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１１　地域文化の振興等 
 

 (1)　現況と問題点 

佐伯・吉和地域においては、それぞれの地域で市内外から多数の来訪者を迎え

る神楽共演大会が毎年実施されたり、豊かな自然環境を活かした景観形成や、歴

史文化資源を活かした取組が行われているほか、冠遺跡群をはじめとする貴重な

埋蔵文化財包蔵地を有しており、地域特性に応じ、多様な文化・景観が楽しめる

まちづくりを進めていくことが必要です。 

宮島地域においては、世界遺産「厳島神社」をはじめとする数多くの文化財や

価値ある歴史資源や伝統文化を有しています。国の重要伝統的建造物群保存地区

に選定された宮島町伝統的建造物群保存地区において、歴史的町並みを後世に継

承していくための取組を更に進めることが求められます。また、先人が築き上げ

てきた宮島の伝統文化の価値を再確認し保存・継承していく必要があります。 

文化財を次代に継承していくため、市域全体の観点から文化財の保存・活用方

策について検討していく必要があります。 

 

 (2)　その対策 

○　厳島神社など文化財の保存修理や、神楽など地域の民俗芸能を継承する活動

を支援します。 

○　吉和ふれあい交流センターと併設している吉和歴史民俗資料館において、指

定文化財や考古資料、民具など、吉和地域の歴史民俗に特化した展示を行いま

す。 

○　吉和地域の景観形成のために、地域内の国道・県道の沿道にスイセンの花の

植付けなどを行っている地域団体の取組に対して支援します。 

○　市内にある歴史民俗資料館等に収蔵している資料調査結果を踏まえ、地域の

歴史・文化に係る資料保存や情報発信の拠点である歴史民俗資料館等の再編や、

（仮称）宮島ミュージアムの整備などに取り組みます。 

○　宮島地域の歴史的町並みや景観を保存・復元・継承するため、伝統的建造物

群保存地区内の建造物への修理・修景に対する支援を行います。また、伝統的

建造物群保存地区の認知度向上や保存活用の意識醸成を図るため、伝統的建造

物の公開施設を整備します。 

○　宮島地域では、歴史的景観と自然的景観が調和した、世界に誇る宮島の価値

をより高める景観形成を進めていきます。 

○　宮島の歴史を次代に継承していくため、有識者等で構成する編さん委員会等

を組織し、大学やその他関係機関と連携協力して資料の調査を進め、「宮島の

歴史」を編さんします。 

○　文化財保存活用地域計画に基づき、未指定文化財を含めた地域の文化財の保
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存活用に計画的に取り組みます。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 10　地域
文化の
振興等

(1)地域文化振興施
設等 

　地域文化振興施設 
 

 
 
（仮称）宮島ミュージアム整
備事業 

 
 

廿日市市

 伝統的建造物群保存推進事業 
（公開活用施設等の整備） 

廿日市市

 (2)過疎地域持続的
発展特別事業 

地域文化振興

 
 
文化財保存・保護事業 
文化財所有者や、民俗芸能伝承団

体の活動への補助などを行う。

 
 

廿日市市

 伝統的建造物群保存推進事業 
　伝統的建造物を保存・活用し、歴

史的町並み保全活動に対する支援を

行う。

廿日市市

 景観形成推進事業 
　吉和地域において、花木の植栽・

管理等を行う地域団体に対し、補助

を行う。 
　宮島地域における景観重点区域の

指定等に向けた取組を行う。

廿日市市

 （仮称）宮島ミュージアム管
理運営事業 
　宮島の歴史文化と伝統工芸として

の木工細工を中心とした産業の歴史

を将来に伝える役割を担うため施設

を運営する。

廿日市市
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１２　再生可能エネルギーの利用の推進 

 

 (1)　現況と問題点 

　人々の営む社会生活により、日々多量のエネルギーが消費され、それに伴い発

生する二酸化炭素等の要因により、地球温暖化などの環境問題が引き起こされて

います。 

 　国においては、２０５０年カーボンニュートラルの実現を宣言しており、社会

全体での二酸化炭素削減への要請が強まる中、市民・事業者・行政のいずれも排

出削減に向け、一層の努力が必要な状況となっています。 

 　本市は、比較的日照時間が多いことや、農林業が盛んであること、水量の豊富

な中小河川が多いことなど、再生可能エネルギーとして利用可能な地域資源が豊

富にあります。これらの恵まれた地域資源を活かし、再生可能エネルギーの導入

を推進していく必要があります。 

　また、これらの再生可能エネルギーの導入を、地域関連産業の活性化、雇用の

拡大など、過疎地域の持続的発展につなげることも重要です。 

　産業分野における木材・木製品製造業は、本市の基幹産業となっており、事業

者の中には、未利用材や製品に向かない木材等をチップに加工し、木質バイオマ

ス発電所の発電用燃料として供給しています。関係者が連携し、森林資源を地域

内で持続的に活用する仕組みづくりが必要です。 

 

 (2)　その対策 

○　公共施設の新築や改築に併せて、太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の

導入を推進します。 

○　地域と共生する太陽光、地熱、中小水力、バイオマスなどの再生可能エネル

ギーを活用した設備の普及・啓発に取り組みます。 

○　事業者用の創エネルギー設備・省エネルギー設備の導入に対する支援を行い

ます。 

○　新たなエネルギーの活用について、関係機関やエネルギー事業者と調査・研

究を行います。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 11　再生
可能エ
ネルギ
ーの利
用の推
進

(2)過疎地域持続的
発展特別事業 

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ利用

 
 
地球温暖化対策推進事業 
　温室効果ガス排出削減に向けた補

助金の交付、再生可能エネルギーの

導入可能性調査や啓発活動等を行

う。

 
 
廿日市市
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 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

  

  



 
 - 50 -

１３　その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

 (1)　現況と問題点 

　　　自然環境保全の必要性や大切さを学ぶ環境学習や地球温暖化防止、環境保全活

動など、環境問題についての様々な取組が行われていますが、環境問題への意識

や関心をより高めるとともに、環境活動の実践者を増やし、市民や事業者などと

協働して、環境保全に取り組む必要があります。 

　　　宮島地域では、平成２４年７月に、絶滅危惧種に指定されているミヤジマトン

ボの生息地が、ラムサール条約湿地として登録されました。この自然を守り、次

世代に継承していくため、今後も適切な保護に努めるとともに、自然環境の大切

さについて話し合い、学び合い、伝えることが必要です。 

また、野生動物であるシカの市街地への定着と高密度化が、住民の生活環境被

害や観光客への危害など、人とシカの軋轢を生じさせる原因となっています。市

街地への定着と人馴れによる様々な弊害を改善するため、野生動物として適切に

対応することが必要です。 

 

 (2)　その対策 

　　○　瀰山原始林やラムサール条約湿地等の貴重な自然環境を保護し、次世代に継

承していくため、必要な調査や清掃活動の実施、各種講座など自然環境の大切

さを学ぶ機会を提供します。 

○　人とシカとが共存し、野生動物としての健全な個体群を維持できるよう、シ

カの保護管理対策を継続して実施します。 

 

 (3)　計画（令和８年度～令和１２年度） 

 (4)　公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画において、廿日市市公共施設マネジメント基本方針との整合を図りなが

ら事業を推進します。 

 

 持続的発展
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 12　その　
　他地域　
　の持続　
　的発展　
　に関し　
　必要な　
　事項

包ヶ浦自然公園利活用推進事業
（再掲） 

廿日市市

 過疎地域持続的発展
特別事業

自然環境保全事業 
宮島地域におけるラムサール条約

湿地の保全、環境講座の開催などを

行う。

廿日市市

 宮島地域シカ対策事業 
　宮島のシカが人と共存し、本来の

野生状態で生息することを目指すた

めの生息状況調査等を行う。

廿日市市
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事業計画（令和８年度～令和１２年度）　過疎地域持続的発展特別事業分 

 持続的発展 

施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 １　移住・定
住・地域間
交 流 の 促
進、人材育
成

(4)過疎地域持続
的発展特別事
業 

移住・定住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
シティプロモーショ
ン事業 

 
 
 

廿日市市

 
 
 

ＷｅｂやＴＶＣＭ
等、メディアを活用し
た魅力の発信やＰＲイ
ベントへの出展等を行
い、本市への移住・定
住につなげるものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 空き家対策推進事業 廿日市市 空き家の多様な活用
促進、空き家情報の提
供・相談体制の充実を
図り、本市への移住・
定住につなげるもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。 

 中山間地域振興事業 廿日市市 定住者向けに住宅購
入補助を行い、本市へ
の移住・定住につなげ
るものであり、事業効
果は将来に及ぶもので
ある。 

 中山間地域振興事業 廿日市市 県立佐伯高等学校の
魅力化や下宿・通学に
対する支援を行い、本
市への移住・定住につ
なげるものであり、事
業効果は将来に及ぶも
のである。 

 地域間交流 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中山間地域振興事業 
　

廿日市市 地域内外の回遊促進
を図り、地域間交流に
つなげるものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。 

 スポーツ推進事業 廿日市市 トップアスリートに
よるスポーツ教室やプ
ロスポーツチームとの
連携事業などを行い、
地域間交流につなげる
ものであり、事業効果
は将来に及ぶものであ
る。 
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 人材育成 中山間地域振興事業 廿日市市 地域おこし協力隊制
度等を活用した外部人
材の活用や、地域内事
業者の働き手や連携先
の発掘を支援し、人材
育成を図るものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 中山間地域振興事業 
　

廿日市市 コミュニティの新た
な担い手となり得る関
係人口の創出により、
人材育成を図るもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。 

 宮島まちづくり推進
事業 

廿日市市 「島づくり」組織の
設立・活動に対する支
援を行い、人材育成を
図るものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 

 ２　産業の振　
興

(10)過疎地域持
続的発展特別
事業 

第１次産業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
担い手経営基盤強化
事業 

 
 
 

廿日市市

 
 
 

担い手への研修や経
営基盤強化支援等を行
い、担い手の育成や新
規就農者の確保等を図
るものであり、事業効
果は将来に及ぶもので
ある。 

 地産地消推進事業 廿日市市 農産物生産者と実需
者をつなぎ、地元農産
物に新たな付加価値を
持たせ、地産地消を推
進するとともに、消費
者に市産品をＰＲし、
地産地消の機運を醸成
することや、捕獲鳥獣
の資源化を図るもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。 
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

農地保全対策事業 廿日市市 ＩＣＴによる地域農
業・農地保全調査や、
農地保全対策事業補助
金、農作業受託組織等
体制整備支援事業補助
金を交付するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 林業人材育成事業 廿日市市 森林の仕事ガイダン
スへの出展や林業従事
者へのパンフレット作
成、林業関係機械購入
への補助を行うもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。

 有害鳥獣被害対策事
業 

廿日市市 野生鳥獣による農作
物や人身等への被害の
軽減を図るものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 水産業振興事業 
 
 
 
 
 

廿日市市 内水面漁業振興対策
事業や内水面遊漁対策
事業に対し、補助金を
交付するものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。

 商工業・ 
６次産業化 

 
 
 
 

伝統産業振興事業 
　

廿日市市 後継者育成のための
講座開催、伝統工芸品
の普及や技術継承、販
路開拓の支援などを行
うものであり、事業効
果は将来に及ぶもので
ある。

 　　　観光 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　　　 
　　　 
 
　 
　　　　

観光受入環境整備事
業 
　

廿日市市 宮島島内における観
光客の受け入れ環境の
充実を図るものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 観光誘客事業 廿日市市 関係団体と連携し、
新たなコンテンツ造成
や既存の観光資源のブ
ラッシュアップを図る
とともに、滞在期間の
延長や周遊・回遊を促
進させるための観光資
源のネットワーク化や
プロモーション等を行
うものであり、事業効
果は将来に及ぶもので
ある。
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 企業誘致 中山間地域振興事業 廿日市市 サテライトオフィス
の誘致等を行い、地域
の活性化につなげるも
のであり、事業効果は
将来に及ぶものであ
る。 

 ３　地域にお
ける情報化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)過疎地域持続
的発展特別事
業 

デジタル技術活用

 
 
 
小学校ＩＣＴ活用教
育推進事業 
　

 
 
 

廿日市市

　 
 
 

小学校においてＩＣ
Ｔ機器の整備を継続
し、ソフト面でも整備
を継続するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 中学校ＩＣＴ活用教
育推進事業 

廿日市市 中学校においてＩＣ
Ｔ機器の整備を継続
し、ソフト面でも整備
を継続するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 防災情報システム管
理事業 
 
 

廿日市市 避難誘導アプリの運
用により市民の速やか
な避難行動を支援する
ものであり、事業効果
は将来に及ぶものであ
る。 

 農地保全対策事業
（再掲） 

廿日市市 ＩＣＴによる地域農
業・農地保全調査や、
農地保全対策事業補助
金、農作業受託組織等
体制整備支援事業補助
金を交付するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 ４　交通施設
の整備、交
通手段の確
保 

 

(9)過疎地域持続
的発展特別事
業 

公共交通 
 
 
 
 
 

 
 
 
民間バス運行維持事
業 

 
 
 

廿日市市

 
 
 

民間路線バス（広電
バス津田線）、乗合タ
クシー（メイプルライ
ナー）の運行を支援す
るものであり、事業効
果は将来に及ぶもので
ある。
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自主運行バス運営事
業 

廿日市市 各地域の生活交通で
ある市自主運行バスを
運行するものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。

 地域主体型交通運行
支援事業 

廿日市市 地域が主体となって
行う生活交通の運行を
支援するものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。

 宮島航路運航維持事
業 

廿日市市 生活交通手段を確保
するため、宮島航路運
航（早朝夜間便）に対
する支援を行うもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。

 その他 
 

高齢者運転免許自主
返納支援事業 

廿日市市 高齢者の運転免許の
自主返納を支援し、高
齢ドライバーによる交
通事故防止と公共交通
の利用促進を図るもの
であり、事業効果は将
来に及ぶものである。 

 ５　生活環境
の整備

(7)過疎地域持続
的発展特別事
業 

防災・防犯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
吉和地域消防事務委
託負担金 

 
 
 

廿日市市 
(広島市)

 
 
 
吉和地域の常備消防

を広島市に委託し、地
域の防災に備えるもの
であり、事業効果は将
来に及ぶものである。 

 消防団活動運営事業 廿日市市 消防団への入団を促
進し、地域防災力の維
持、向上を図るもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。 

 自主防災活動推進事
業 

廿日市市 地域の防災力を強化
するため、自主防災活
動の費用を補助するも
のであり、事業効果は
将来に及ぶものであ
る。 
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ６　子育て環
境の確保、
高齢者等の
保健及び福
祉の向上及
び増進 

 
 
 
 

(8)過疎地域持続
的発展特別事
業 

高齢者・障害者福祉 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
吉和地域高齢者施設
助成事業 
　

 
 
 

廿日市市

 
 
 

ひとり暮らし高齢者
や高齢者世帯の方が、
地域で安心して暮らせ
る施設（泊まりのでき
る施設）の運営を助成
するものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 

 吉和地域高齢者福祉
助成事業 
　

廿日市市 住み慣れた地域で安
心して暮らし続けるた
めに必要な介護サービ
スを実施する社会福祉
法人等に対して補助金
を交付するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 過疎地域等介護人材
確保・定着支援事業 
　

廿日市市 介護人材の確保・定
着を図るため、介護サ
ービス事業所等で、一
定条件のもと勤務する
介護職などに支援金や
や転居に必要な経費の
一部を補助するもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。

 ７　医療の確
保 

(3)過疎地域持続
的発展特別事
業　　 

その他

 
 
 
吉和診療所管理運営
事業 

 
 
 

廿日市市

 
 
 

吉和地域における初
期医療体制を維持する
ものであり、事業効果
は将来に及ぶものであ
る。

 保健衛生一般事業 
　

廿日市市 宮島地域において、
一定の時期における平
日夜間の急病患者に対
する医療体制の確保に
努めるものあり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ８　教育の振　
興 

 
 
 

(4)過疎地域持続
的発展特別事
業 

義務教育 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
学校教育振興一般事
業 
　

 
 
 

廿日市市

　 
 
 
　ふるさとへの愛着と
誇りがより広がり、根
付くため、ふるさとの
魅力について発見・再
認識できる体験的な活
動や探究的な学習を充
実させるものである。
また、ＩＣＴ指導員及
びＩＣＴ支援員を配置
し、ＩＣＴ機器の効果
的な利活用のための人
的支援を行うものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 国際理解教育事業 
　

廿日市市 ＡＬＴ（外国語指導
助手）を全小・中学校
に配置するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 小学校ＩＣＴ活用教
育推進事業（再掲） 
　

廿日市市 　小学校においてＩＣ
Ｔ機器の整備を継続
し、ソフト面でも整備
を継続するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 中学校ＩＣＴ活用教
育推進事業（再掲） 

廿日市市 中学校においてＩＣ
Ｔ機器の整備を継続
し、ソフト面でも整備
を継続するものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。

 地域学校協働活動事
業 
　

廿日市市 地域学校協働本部の
運営について、補助、
助言、活動支援などを
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。

 生涯学習・ 
スポーツ

玖島の里づくり交流
拠点施設管理運営事
業 
　

廿日市市 　玖島地区におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 あさはらまちづくり
交流センター管理運
営事業 
　

廿日市市 　浅原地区におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。

 吉和ふれあい交流セ
ンター管理運営事業 
　

廿日市市 　吉和地域におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。

 図書館活動事業 
　

廿日市市 　移動図書館車を運行
し、生涯学習の振興に
つなげるものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。

 ９　集落の整
備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)過疎地域持続
的発展特別事
業 

集落整備 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
協働のまちづくり事
業 
　

 
 
 

廿日市市

 
 
 

地域自治組織への助
成金の交付、持続可能
な地域運営に向けた組
織づくりの支援を行う
ものであり、事業効果
は将来に及ぶものであ
る。

 中山間地域振興事業
(再掲) 
 

廿日市市 地域おこし協力隊制
度等を活用した外部人
材の活用や、地域内事
業者の働き手や連携先
の発掘を支援するもの
であり、事業効果は将
来に及ぶものである。 

 中山間地域振興事業 廿日市市 持続可能なまちづく
りに向けた、地域経営
の仕組みづくりの支援
などを行うものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 玖島の里づくり交流
拠点施設管理運営事
業（再掲） 
　

廿日市市 　玖島地区におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 あさはらまちづくり
交流センター管理運
営事業（再掲） 
　

廿日市市 　浅原地区におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 

 吉和ふれあい交流セ
ンター管理運営事業 
（再掲）

廿日市市 　吉和地域におけるま
ちづくりの拠点として
機能する施設の運営を
行うものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 

 宮島まちづくり推進
事業（再掲） 

廿日市市 「島づくり」組織の
設立・活動に対する支
援を行い、人材育成を
図るものであり、事業
効果は将来に及ぶもの
である。 

 10　地域文化
の振興等 

 

(2)過疎地域持続
的発展特別事
業 
地域文化振興

 
 
 
文化財保存・保護事
業 
 

 
 
 

廿日市市

 
 
 
文化財所有者や、民

俗芸能伝承団体の活動
への補助などを行うも
のであり、事業効果は
将来に及ぶものであ
る。 

 伝統的建造物群保存
推進事業 
　

廿日市市 伝統的建造物を保
存・活用し、歴史的町
並み保全活動に対する
支援を行うものであ
り、事業効果は将来に
及ぶものである。 

 景観形成推進事業 
　

廿日市市 吉和地域において、
花木の植栽・管理等を
行う地域団体に対し、
補助を行うとともに、　
宮島地域における景観
重点区域の指定等に向
けた取組を行うもので
あり、事業効果は将来
に及ぶものである。 
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持続的発展

施策区分

事業名
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 （仮称）宮島ミュー
ジアム管理運営事業 
　

廿日市市 宮島の歴史文化と伝
統工芸としての木工細
工を中心とした産業の
歴史を将来に伝える役
割を担うための施設を
運営するものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。 

 11　再生可能
エネルギー
の利用の推
進

(2)過疎地域持続
的発展特別事
業 

再生可能エネルギー利用

 
 
 
地球温暖化対策推進
事業 
　

 
 
 

廿日市市

 
 
 
温室効果ガス排出削

減に向けた補助金の交
付、再生可能エネルギ
ーの導入可能性調査や
啓発活動等を行うもの
であり、事業効果は将
来に及ぶものである。 

 12　その他地
域の持続的
発展に関し
必要な事項

過疎地域持続的
発展特別事業

自然環境保全事業 
　

廿日市市 宮島地域におけるラ
ムサール条約湿地の保
全、環境講座の開催な
どを行うものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。

 宮島地域シカ対策事
業 
　

廿日市市 宮島のシカが人と共
存し、本来の野生状態
で生息することを目指
すための生息状況調査
等を行うものであり、
事業効果は将来に及ぶ
ものである。 


